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  足羽 佑太 

【現 状】 
１ 日本国憲法では、臨時会の召集について、以下のとおり規定している。 
 〇日本国憲法（抜粋） 

第５３条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議

員の４分の１以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 

 
２ 臨時会の召集期限に係る判例としては、２０１７年６月２２日に野党からの臨時国会の召

集要求に対し、内閣が９８日を経過した同年９月２８日まで臨時国会を召集しなかったこと

が憲法違反にあたるかどうかが争われた訴訟において、２０２０年６月１０日に那覇地裁は、

内閣は臨時会を召集すべき憲法上の義務があると認められ、その義務は単なる政治的義務で

はなく法的義務と解されることから、違憲と評価される余地はあると判示しているものの、

内閣が行った臨時会の召集が合理的期間を徒過したものであるかどうか等の憲法判断は行っ

ていないと認識している。 
 
３ ２０１２年に自由民主党が決定した日本国憲法改正草案では、臨時会の召集について以下

のとおり規定している。 
〇日本国憲法改正草案（2012 年４月 27 日 自由民主党決定） 
第５３条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の

４分の１以上の要求があったときは、要求があった日から２０日以内に臨時国会が召集され

なければならない。 
 


